
平成 27年 1月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 姫路市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 社会福祉法人 姫路市社会福祉協議会 

委託内容： 市民後見人等養成研修の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研修の名称） 

 「姫路市市民後見人等養成研修」 

 

（研修対象者） 

 ・市内在住の20歳以上68歳以下の者で、福祉活動に理解と熱意があり、

市民後見人として活動する意思がある者 

 

（研修カリキュラム等） 

 ・基礎研修（5日間：23時間）・実習（4日間：24時間）・専門研修（5日

間：20時間）→ 計14日間（67時間） 

 

（講師） 

 ・弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士、市職員、社会福祉協議会職

員 など 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

 26年 6月  研修カリキュラム作成 

 26年10月  研修受講者募集 

 26年11月  事前説明会開催（2回） 

26年12月～ 第1回市民後見人養成研修開始 →修了：27年8月予定 

 

備      考 

 

 平成26年度は基礎研修のみ実施。 

 平成27年度に実習と専門研修を実施。 

 



平成 27年 1月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 姫路市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 社会福祉法人 姫路市社会福祉協議会 

委託内容： 市民後見推進にかかるネットワーク会議の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民後見人の育成と活用に関する検討などを実施する成年後見支援セン

ターネットワーク会議の開催。 

 

（委員） 弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士、地域包括支援センタ

ー、障害者自立支援協議会、社会福祉協議会、行政   

 

（検討内容） ・成年後見支援センター事業に関すること 

       ・市民後見人の育成と活用に関すること（市民後見人養成、

受任案件、人材バンク、受任調整会議、成年後見支援セン

ターのバックアップ体制などについて） 

       ・成年後見制度の普及啓発、利用促進に関すること 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

 26年10月  1回目開催 

 27年  2月  2回目開催予定 

 

備      考 

 

 

 

 



平成 27年 1月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 姫路市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 社会福祉法人 姫路市社会福祉協議会 

委託内容： 市民後見人の活動支援の実施 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市民後見人人材バンクの設置に向けた検討 

  市民後見人等養成研修修了者を市民後見人人材バンクに登録するため

の準備、調整。 

 

・市民後見人受任調整会議の設置に向けた検討 

  被後見人にとって最も適切な市民後見人候補者を家庭裁判所に推薦す

るため、市民後見人受任調整会議の設置に向けた準備、調整。 

 

 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

 平成26年12月～ 市民後見人人材バンク、受任調整会議の設置にかかる

準備、検討 

 平成27年2月（予定）～ 家庭裁判所との市民後見人受任にかかる調整 

  

  

 

 

 

 

 

 

備      考 

 

 

 

 



平成 27年 1月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 姫路市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 社会福祉法人 姫路市社会福祉協議会 

委託内容： 権利擁護フォーラムの開催  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（フォーラムの名称） 

 姫路市権利擁護フォーラム 

 

（目的） 

  成年後見制度や市民後見に関する知識や理解を深めるとともに、成年後

見制度等の利用についての啓発を図る。 

 

（参加対象者） 

  市民、高齢者・障害者等の関係団体 など 

 

（開催回数） 

 2回  

 

（内容） 

 1回目 行政書士（社会福祉士）による成年後見制度と市民後見の普及啓

発に関する講演、成年後見支援センターの紹介、市民後見人等養

成研修の案内 

 

 2回目 落語による成年後見制度の普及啓発、落語家・弁護士・社会福祉

士による鼎談 

  

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 平成26年10月  フォーラム1回目開催 

 平成27年  2月  フォーラム2回目開催 

 

備      考 

 

 

 










